
資料Ｄ

資料Ｄ　市民等と行政との共働事業

１．共働委託
行政が市民等に対し、共働になじむ事業を委託する形態

事業名 事業概要
H31決算額
（千円）

共働の相手方 担当課

1 市民活動支援事業

地域活動やボランティア活動等、市民活動に取り
組む団体や個人の活動を支援するため、市民活動
支援センター（つながりひろば）を運営し、会議
室の利用や物品の無料貸し出しを行う。
また、施設運営については中間支援に取り組む市
民活動団体に業務を委託する。

8,073
特定非営利活動法人エ
コけん

まちづく
り推進課

2
古賀市交通安全啓発
等事業

交通安全に関するチラシ及び啓発物の配布、広報
車による広報、児童の登校時の安全指導、交通安
全教室など、交通安全に関する各種事業を実施す
る。

2,832
粕屋地区交通安全協会
古賀支部

総務課

3
環境市民会議（ぐり
んぐりん古賀）

市民･事業者･ボランティア団体などの様々な個
人･団体がそれぞれの持ち味を生かし、協力しな
がら市内の環境保全活動を中心に活動する。

1,869
ボランティア団体、
NPO法人、企業等
（19団体、個人36人）

環境課

4
社会「同和」教育推
進事業

社会教育の分野において、地域・職域での人権教
育・啓発を推進し、人権が尊重されるまちづくり
を行っている。

2,283
古賀市社会「同和」教
育推進協議会

人権セン
ター

5 ボールンピック大会
高齢者の健康づくりと交流に適したボールゲーム
大会を開催する。 210

古賀市シニアクラブ連
合会

介護支援
課

6 女性ホットライン
ＤＶなどに悩む女性を対象とした権利の擁護と人
権の保障に関する相談に応じる。 748

NPO法人福岡ジェン
ダー研究所

子育て支
援課

7 メディア啓発事業
乳幼児のメディア接触に関する啓発事業を実施す
る。 485

特定非営利活動法人ふ
くつども子どもステー
ション“すてっぷ”

子育て支
援課

8 ＩＰＰＯ事業
初めてのママを対象に、育児の孤立感や不安感を
軽減するため、ベビーマッサージやあやし歌、参
加者同士の交流の中で母子愛着形成を支援する。

1,030
特定非営利活動法人ふ
くつども子どもステー
ション“すてっぷ”

子育て支
援課

9
地域乳幼児親子交流
促進事業（ミニつど
いの広場事業）

市内の学童保育所（４箇所）等、乳幼児親子が地
域で気軽に集える居場所を提供する。 1,298

特定非営利活動法人子
どもパートナーズ
HUGっこ

子育て支
援課

10 古賀市体育事業委託

①市民健康スポーツの日の開催
②市民を対象とした健康スポーツ研修会の開催
③福岡県民体育大会の出場
④上記に必要な広報活動

10,458
NPO法人古賀市スポー
ツ協会

生涯学習
推進課

11
地域スポーツ振興事
業委託

①スポーツの振興のために開催する大会
②スポーツの普及のために開催する教室
③スポーツの技能向上のために開催する研修会及
び講習会
④その他教育長が必要と認める事業の運営費

535
NPO法人古賀市スポー
ツ協会

生涯学習
推進課

12 成人式事業
新成人による実行委員会を組織し、成人式の企画
運営を委託する。 527 成人式実行委員会

生涯学習
推進課

13 文化芸術振興事業
芸術文化の祭典、文化芸術交流事務、童謡まつ
り、サロンコンサート、ランチタイムコンサート
など文化芸術事業を委託する。

3,919
NPO法人古賀市文化協
会

文化課
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事業名 事業概要
H31決算額
（千円）

共働の相手方 担当課

14
放課後子供教室
（アンビシャス広場
事業）

学校施設等を活用して、安全・安心な子ども達の
居場所を設け、放課後や週末に遊び、スポーツ、
文化活動、地域住民との交流活動等の取組によ
り、子ども達が地域社会の中で心豊かで健やかに
育まれる環境づくりを展開する。

2,822
校区のボランティア団
体
（7校区）

青少年育
成課

２．補助
市民等が主体的に行う事業に対し、その事業等を育成、助長するため金銭等を交付する形態

事業名 事業概要
H31決算額
（千円）

共働の相手方 担当課

1 公募型補助金

市民活動登録団体等から地域の課題に関する公益
的事業を公募し、当該事業に要する経費の一部を
市が補助することにより、地域課題の解決を支援
し、市民生活の向上を図る。

0
市民活動登録団体等
（R2登録55団体）

財政課

2
校区まちづくり活動
事業交付金

公益的な市民活動を行う校区コミュニティの活動
を支援するため、各校区に年間７０万円を上限に
交付する。

4,006
校区コミュニティ
（6団体）

まちづく
り推進課

3
地域力アップ事業補
助金

校区コミュニティが身近な課題を解決するための
自発的な取組に対して、１５万円を上限に補助す
る。

150
校区コミュニティ
（6団体）

まちづく
り推進課

4 自治会統合型交付金
自治会のコミュニティ活動を支援するため、組織
運営、地域分別収集等の対象事務に対して一定額
を交付する。

15,982
自治会
（46団体）

まちづく
り推進課

5
地域移動サポート事
業

地域が主体となって、ボランティア運転手やタク
シーの確保などにより、移動手段を持たない人に
対し、買い物、通院のための移動手段を提供す
る。

512
花鶴丘三丁目区、筵内
区、高田区福祉会、薦
野区

経営戦略
課

6 なの花祭り
なの花祭りやなの花の栽培に関する経費を補助
し、市内観光の振興及び地域の活性化を図る。 550 なの花祭り実行委員会

商工政策
課

7 食の祭典
福岡食品加工団地周辺を主会場に「食」テーマに
した祭りを開催する。 1,000

古賀モノづくり博食の
祭典実行委員会

商工政策
課

8 まつり古賀
市内の商工業、農林業と市民の交流を目的とした
祭りを開催する。 2,200

商工会、ＪＡ粕屋、観
光協会

商工政策
課

9
子ども会育成会連合
会

子ども会、ジュニアリーダーの育成に力を尽く
し、青少年の健全な発達および福祉の増進に寄与
するとともに、子ども会・ジュニアリーダー指導
者の育成、指導を行う。

600 子ども会育成会連合会
青少年育
成課

10
古賀市青少年育成市
民会議

青少年健全育成のため、市民への啓発、ボラン
ティア活動の支援等を行う。 200

古賀市青少年育成市民
会議

青少年育
成課

11 古賀市少年の船

少年の船での団体生活を通じて友情を深め、研修
地での参観、体験活動をともにして視野を広げな
がら、青年は少年の指導を通じて研修を深め、少
年はお互いの友情を深めながら、団体生活の楽し
さや社会参加の意義を研修する。

1,300 古賀市少年の船の会
青少年育
成課
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３．実行委員会・協議会
市民等と行政で実行委員会・協議会を組織し、主催者となって事業を行う形態

事業名 共働の相手方 担当課

1
自主防災組織連絡協
議会

自主防災組織
（46団体）

総務課

2
古賀市自主防犯団体
連絡会

自主防犯団体
（19団体）

総務課

3
古賀市男女共同参画
フォーラム

NPO法人古賀市スポー
ツ協会、NPO法人古賀
市文化協会

人権セン
ター

4 まつり古賀
商工会、JA粕屋、観光
協会

商工政策
課

5 健康福祉まつり

福祉ボランティア関係
団体、医療・福祉関係
事業所、福岡女学院看
護大学、粕屋医師会、
独立行政法人国立病院
機構福岡東医療セン
ター

福祉課

6
障がい者就労促進事
業

古賀市就労部会 福祉課

7 市民交流ゴルフ大会 ＩＶＹ会
生涯学習
推進課

8
古賀市子どもわくわ
くフェスタ

ボランティア団体
（28団体）

青少年育
成課

４．共催
市民等と行政が主催者となって共同で一つの事業を行う形態

事業名 共働の相手方 担当課

1
認知症サポーター養
成事業

古賀市キャラバン・メ
イト連絡会「橙」

介護支援
課

2
古賀市青少年育成市
民会議

市民ボランティア
青少年育
成課

3 文化芸術振興事業
NPO法人古賀市文化協
会

文化課

障がい者の就労支援に資する事業（職場体験ツアー等のイベン
ト、研修等）を企画し実施する。

市民交流ゴルフ大会を、市民による手づくりの大会として実行
委員会方式で運営する。

古賀市内の子ども育成活動団体が集い、子どもたちによるイベ
ントを実施することにより、子どもたちに体験の場を設け健全
育成に寄与する。

認知症について正しく理解し、地域で偏見を持たずに認知症の
人や家族を温かく見守ることができる「認知症サポーター」の
養成講座を、出前講座や学校の授業で実施する。

（再掲）
青少年健全育成のため、市民への啓発、ボランティア活動の支
援等を行う。

糟屋郡内の市民が作成した美術作品を集めて展覧会を実施す
る。

事業概要

健康・福祉に関わる多様な団体により、健康・福祉・子育て・
医療をテーマとした様々なブースを展開する。

事業概要

自主防災組織間の連携を高め、相互の連絡調整を図ることによ
り、地域の防災体制の充実強化に寄与する。

警察及び関係機関・団体と古賀市の住民が協力して住民の自主
的な防犯思想の高揚と防犯活動を促進することにより、安全で
安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与する。

男女共同参画に対する市民の理解を深め、男女共同参画社会の
形成を促進することを目的として毎年男女共同参画週間中に開
催する。

（再掲）
市内の商工業、農林業と市民の交流を目的とした祭りを開催す
る。
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５．物的支援
市民等に対し、公共の空き施設を提供することや、活動に必要な物品や用具等を支援する形態

事業名 共働の相手方 担当課

1 市民活動支援事業
市民活動団体
（R2登録55団体）

まちづく
り推進課

2 環境美化行動の日 古賀市環境組合 環境課

3
ラブアース・クリー
ンアップ2019

ラブアース・クリーン
アップ2019実行委員会

環境課

4 道路環境美化
自治会
（46団体）

建設課

5 中学校サロン
特定非営利活動法人ふ
くつども子どもステー
ション“すてっぷ”

子育て支
援課

6 通学合宿
校区のボランティア団
体
（4校区）

青少年育
成課

7
地域文庫活動支援事
業

地域文庫
（6地域）

文化課

8 おはなし会事業
読書ボランティア団体
（6団体）

文化課

9
読書ボランティア支
援事業

布の絵本ボランティア
つくしんぼ

文化課

10 文化芸術振興事業
NPO法人古賀市文化協
会

文化課

６．人的支援
市民等が行う活動に対し、職員の派遣等を行うことにより支援する形態

事業名 共働の相手方 担当課

1 食の祭典
古賀モノづくり博食の
祭典実行委員会

商工政策
課

子ども達が、日常の家庭生活から離れ、異年齢での1週間程度
の集団合宿を行い通学することにより、家庭の大切さを認識す
るとともに、協調性、自主性を養い心豊かにたくましく生きる
ことの出来る資質や能力を育成する。

各地域（現在６地域）での地域文庫活動の支援を行う。
各文庫は本の貸出し、読み聞かせ、おはなし会等を実施する。
年1回６文庫合同でおはなし会スペシャルを実施する。

図書館において、乳幼児から児童までを対象におはなし会を開
催。おはなし会により読書活動を推進し、読書の楽しみを拡充
する。

図書館で閲覧、貸出するための布絵本等を製作するため、施設
の提供及び製作に必要な材料の支援を行う。
著作権者に対する著作物利用許可申請を行う。

（再掲）
糟屋郡内の市民が作成した美術作品を集めて展覧会を実施す
る。

事業概要

（再掲）
福岡食品加工団地周辺を主会場に「食」テーマにした祭りを開
催する。

就学前児童とその保護者が地域で集える居場所を提供するため
に、市内３中学校の一室を借りて子育てサロンを実施する。

事業概要

（再掲）
地域活動やボランティア活動等、市民活動に取り組む団体や個
人の活動を支援するため、市民活動支援センター（つながりひ
ろば）を運営し、会議室の利用や物品の無料貸し出しを行う。
また、施設運営については中間支援に取り組む市民活動団体に
業務を委託する。

環境美化行動とは、自治会単位で、居住地周辺と海岸、公園、
緑地、水辺などの公共の場所を清掃するものであり、この日に
市内一斉に清掃活動を行う。

市民、企業、行政が協力し、一斉海岸清掃を行う。

自治会に呼びかけ、春と秋の年２回、道路等の除草等を行い、
道路環境の向上を図る。
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７．アダプトプログラム
市民等がその地域にある道路や河川の「里親」となって清掃や植生管理を行う。
行政と協定書を結び、行政は必要な道具の貸与や損害保険の負担、活動団体の掲示などを行う形態

事業名 共働の相手方 担当課

1 アダプトプログラム
市内の事業所、ボラン
ティア団体等

環境課

８．事業計画段階への参加
事業検討の際に市民等から提案を受けるなど住民ニーズや事業に関する意見を求める形態

事業名 共働の相手方 担当課

1
ウォーキング推進事
業

古賀市歩いてんDo好会
生涯学習
推進課

2 コスモス市民講座 ボランティアスタッフ
生涯学習
推進課

９．その他
上記の形態に当てはまらないもの

事業名 共働の相手方 担当課

1
路上等における違反
屋外広告物の簡易除
却

古賀市路上等違反広告
物追放推進団体

都市整備
課

2
介護予防サポーター
活動支援事業

市民ボランティア
介護支援
課

3 寺子屋
寺子屋実行委員会
（4校区）

青少年育
成課

4 通学合宿
校区のボランティア団
体
（4団体）

青少年育
成課

5
自然史歴史教養向上
事業

古賀市史跡案内ボラン
ティア

文化課

【団体の登録、活動支援】
路上等における違反広告物の簡易除却を実施する。

【ポイント制度による活動支援】
介護予防サポーター（高齢者のボランティア）活動を奨励及び
支援することで、高齢者の介護予防、生きがいづくり及び社会
参加を促進する。

【活動支援】
子どもたちの居場所に養育・教育プログラムを付加して青少年
健全育成を果たし、子どもの指導を通して地域活性化を図る。

（再掲）
【一部事務補助】
子ども達が、日常の家庭生活から離れ、異年齢での1週間程度
の集団合宿を行い通学することにより、家庭の大切さを認識す
るとともに、協調性、自主性を養い心豊かにたくましく生きる
ことの出来る資質や能力を育成する。

【市事業への協力依頼】
市が実施する自然史・歴史講座でフィールドワークをする際の
史跡案内をボランティア団体に依頼する。

①市民活動グループ(ボランティア団体)と企画検討会を設置し
年間1回市民ウォーキングと年間4回の地域ウォーキングを実施
する。
②人材育成講座において、講座で1回実践の企画運営をする。

ボランティアスタッフと連携し、市民講座の企画運営を実施す
る。

事業概要

事業概要

市内の事業所等と合意書を締結し、身近な道路等の清掃活動を
実施してもらう。市は、集められたゴミの回収作業とゴミ袋の
提供を行う。

事業概要
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